
広島市水道局規程第８号 

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

 

広島市水道局文書規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

広島市水道事業管理者 

広島市水道局長 桝 原   茂 

 

   広島市水道局文書規程の一部を改正する規程 

広島市水道局文書規程(昭和２７年広島市水道局規程第２号）の一部を次

のように改正する。 

目次中「文書の保管および保存」を「文書及び簿冊等の管理」に改める。 

第１条の２第１号に次のただし書きを加える。 

ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販

売することを目的として発行されるもの 

イ 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若し

くは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされて

いるもの（前号に掲げるものを除く。） 

第１条の２第４号中「保管」を「保存」に改め、「という。）を」の次に

「その保存期間の満了する日までの間、」を、「事務室」の次に「又は文書

庫」を加え、同条第５号を次のように改める。 

⑸ 歴史公文書 歴史資料として重要な文書をいう。 



第１条の２第６号中「、保管」を削る。 

第３条第３項第４号中「保管」を「保存」に改め、同項第５号中「保存」

を削り、「引継ぎ」を「廃棄」に改める。 

第２３条の３中「作成した」を「、事務引継書を作成するものとする。

この場合において、後任者又は上司が指名する職員は、当該」に改め、「事

務引継書により」の次に「事務引継の完了を」を加える。 

第２４条第１号中「年限」を「期間」に改める。 

第２８条第４号中「発送文書」の次に「のうち、次に掲げるもの」を加

え、同号ただし書き及びアからウまでを削り、同号に次のように加える。 

ア 法令、条例等により公印を押印することとされているもの 

イ アに掲げるもののほか、公印の押印が必要であると主務課長が認

めるもの 

「第３章 文書の保管および保存」を「第３章 文書及び簿冊等の管理」

に改める。 

第３４条に次の４項を加える。 

２ 職員が、文書（必要な保存期間が１年に満たないものを除く。第３５

条を除き、以下この章において同じ。）を作成し、又は取得したときは、

主務課長は、当該文書について分類し、名称を付するとともに、保存期

間を設定しなければならない。 

３ 主務課長は、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資

するよう、単独で管理することが適当であると認める文書を除き、適時

に、文書を簿冊（相互に密接な関連を有する文書の集合物をいう。 以下

同じ。）に編集しなければならない。 



４ 前項の場合において、主務課長は、当該簿冊について分類し、名称を

付するとともに、保存期間を設定しなければならない。 

５ 主務課長は、簿冊及び単独で管理している文書（以下「簿冊等」とい

う。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期

間。以下同じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了した

ときの措置として、歴史公文書に該当するものにあっては引き続き保存

の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定め

なければならない。 

 第３５条の見出し中「の保管」を削り、「保存」を「簿冊等の管理」に改

め、同条中「文書は」を「文書及び簿冊等は」に、「保管し、及び保存」を

「管理」に改める。 

 第３６条の見出し中「文書」を「簿冊等」に改め、同条中「文書の」を

「簿冊等の」に改める。 

 第４１条の見出し中「文書」を「簿冊等」に、「年限」を「期間」に改め、

同条第１項中「年限」を「期間」に改め、同項各号中「保存」を削り、同

条第２項中「年限」を「期間」に改め、ただし書きを削り、同条第３項中

「年限」を「期間」に改め、同条第５項中「年限」を「期間」に改め、同

項を第７項とし、同条第４項中「年限」を「期間」に、「保管」を「保存」

に改め、同項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加える。 

４ 主務課長は、文書が歴史公文書に該当する場合には、１年以上の保存

期間を設定しなければならない。 

５ 簿冊の保存期間は、簿冊に編集された文書の保存期間のうち、最長の

ものとする。 



第４１条に次の１項を加える。 

８ 簿冊の保存期間の起算日は、同一の簿冊に編集された文書に係る起算

日のうち最も遅い日とする。 

第４１条の２の見出し中「年限」を「期間」に改め、同条中「年限の経

過」を「期間が満了」に、「文書」を「簿冊等」に、「年限」を「期間」に

改める。 

第４２条の見出し中「文書」を「簿冊等」に、「引継ぎ等」を「保存又は

廃棄」に改め、同条第１項中「１年保存の文書、常用文書及び保存を要し

ない文書を除く文書を、文書引継書（報告書）及び目次を付して、文書の

完結した日の属する事業年度の翌翌事業年度の７月３１日までに、企画総

務課長に引き継が」を「保存期間が満了した簿冊等について、第３４条第

５項の規定による定めに基づき、公文書館に移管し、又は廃棄し」に改め、

同条第２項を削る。 

 第４３条から第４４条までを次のように改める。 

第４３条から第４４条 削除 

第４５条中「毎年１回」の次に「、主管課に対して」を加え、「、関係課

に協議の上」を削り、「手続きをなす」の次に「よう求める」を加え、ただ

し書きを削る。 

第４５条の２の見出し中「歴史資料文書」を「歴史公文書」に改め、同

条中「企画総務課長」を「主務課長」に、「保存年限を経過した文書で、歴

史的・文化的資料として保存価値等を有すると認められるものを歴史資料

文書として」を「保存期間を満了した歴史公文書について、当分の間、」に

改める。 



第４６条の２の見出し中「保管および保存」を「管理」に改め、同条中

「保管および保存」を「管理」に、「第４５条」を「第４５条の２」に改め

る。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


